
【 女性職員のエプロン型制服着用廃止について 】 
 

東京シティ信用金庫では令和 4 年 5 月 1 日より、女性職員が着用しておりましたエプロ

ン型制服を廃止いたします。尚、令和 4 年 5 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日までを移行期

間とし、この間はエプロン型制服を私服と見なして着用可能と致します。令和 4 年 10 月 1

日より完全に廃止いたします。 

 

弊庫の経営理念である地域中小企業の持続的成長と、地域住民一人ひとりの夢の実現を

サポートするため、お客様に寄り添い、より身近な存在であるよう努力いたす所存でござ

いますので女性職員のエプロン型制服着用廃止につきまして何卒ご理解頂きますようお願

い申し上げます。 

 

また、本件は職員の働きやすい環境づくりの取り組みとして SDGｓ目標の 5「ジェンダ

ー平等を実現しよう」及び 8「働きがいも経済成長も」の達成に資するものと考えており

ます。弊庫職員の服装が略式になりますこと、何卒ご理解頂きますよう重ねてお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

   

 

 
https://www.shinkin.co.jp/to-city/ 

 


